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1

　対象物件は、羽生市大字弥勒才塚８７番 学校用地 25,465㎡

となっておりますが、この面積を東西半分に分割して募集頂

くことはできないでしょうか。

　校舎や体育館、プールなどがある門から東側、運動場があ

る門から西側別々の対象物件として頂くことはできないで

しょうか。

　物件を分割して頂ければ共同での応募とならず、個別での

応募となると思います。

　本募集における区画設定は、三田ヶ谷小全体とさせていただい

ております。

　そのため、区画を分けての募集は、現時点では行うことができ

ません。

2

　対象物件の敷地外周及び対象物件外の慰霊塔・慰霊碑周辺

には多くの樹木があります。これらの樹木はすべて伐採・伐

根頂けるのでしょうか。

　伐採・伐根頂けるのであればどのように計画しておられる

のかお示し頂きたいと思います。

　これらの樹木は大木であり、落葉樹であり、中には害虫に

汚染されているものもあります。

　対象物件を利活用の検討する上で大きな問題だと考えてお

ります。

　樹木伐採は、年度内を目安に、予算計上を検討しております。

　なお、費用面から、伐根までは難しいと想定しております。

　予算計上には議会の議決を要するため、現時点では想定となり

ますが、伐採時期については、年明けから1年程度で検討を進めて

おります。
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